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報道でもご存知かもしれませんが、

本年７月７日に医師の未払い残業代に

ついて最高裁判決が出ました。 

年俸１７００万円の医師が勤務して

いた医療法人に対し未払い残業代を請

求した事案です。 

当該医療法人の就業規則には「勤務

日の午後９時から翌日の午前８時３０

分までの間及び休日に発生する緊急業

務に要した時間」以外は未払い残業代

の支給対象とはならないとの規程があ

りました。 

一審、二審共に「本件合意は，上告

人の医師としての業務の特質に照らし

て合理性があり，上告人が労務の提供

について自らの裁量で律することがで

きたことや上告人の給与額が相当高額

であったこと等からも，労働者として

の保護に欠けるおそれはなく，上告人

の月額給与のうち割増賃金に当たる部

分を判別することができないからとい

って不都合はない。したがって，本件

時間外規程に基づき実際に支払われた

もの以外の割増賃金は，上告人の月額

給与及び当直手当に含めて支払われた

ものということができる。」という理由

で未払い残業代の請求を認めませんで

した。 

最高裁は「上告人と被上告人との間

においては，本件時間外規程に基づき

支払われるもの以外の時間外労働等に

対する割増賃金を年俸１７００万円に

含める旨の本件合意がされていたもの

の，このうち時間外労働等に対する割

増賃金に当たる部分は明らかにされて

いなかったというのである。そうする

と，本件合意によっては，上告人に支

払われた賃金のうち時間外労働等に対

する割増賃金として支払われた金額を

確定することすらできないのであり，

上告人に支払われた年俸について，通

常の労働時間の賃金に当たる部分と割

増賃金に当たる部分とを判別すること

はできない。したがって，被上告人の

上告人に対する年俸の支払により，上

告人の時間外労働及び深夜労働に対す

る割増賃金が支払われたということは

できない。」と判断し、医療法人の逆転

敗訴となりました。 

 

１ 勤務医師の気持ちが変わる 

この最高裁判決により、医師の未払

い残業代請求が急激に増えることはな

いでしょう。すでに高額の賃金を得て

いる場合は、相応の長時間労働の対価

として賃金を得ていると皆さん考えて

いるからです。 

しかし、これまでの裁判官ですら「高

額の賃金であれば当然に賃金の中に長

時間労働が含まれており、未払い残業

代請求を行うことはできない」と考え

ていたのですから（ちなみに裁判官自

身も長時間労働が常態化していること

が多いのですが残業代は支払われてお

りません）、このような最高裁判決が出

ると勤務医師の気持ちが変わる可能性
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があります。 

つまり、追加の未払い残業代を請求

するというよりも「賃金は労働時間に

より計算して支払われるべきである」

という意識が浸透し「勤務当初想定し

ていたよりも長時間働かざるをえず、

今の賃金では長時間の連続勤務を行い

たくない」との意識に変わるのではな

いかと思います。 

医師、寺院、教師等「聖職」と言わ

れた職業で長時間労働問題が報道され

るようになりました。「聖職」という名

のもとに何となく避けていた問題が表

面化しており、長時間労働問題に例外

が無くなりつつあります。 

 

２ 他の高額年俸所得者への影響 

今回の判決のきっかけになったのは、

モルガン・スタンレー事件判決です（東

京地裁平成１７年１０月１９日判決）。

外資系証券会社に勤務する従業員が未

払い残業代を請求したものですが、年

収が３０００万円以上あり話題になり

ました。モルガン・スタンレー社もこ

れだけの高額年俸所得者が未払い残業

代を請求することは考えておらず、雇

用契約の内容も一定の残業代が含まれ

ることを前提にしておりませんでした。

これまでの最高裁判例の原則からする

と会社が負けるところですが、「原告が

所定時間外に労働した対価は基本給の

中に含まれている」として会社が勝訴

してしまったのです。 

本件の地裁も高裁もこのモルガン・

スタンレー事件判決の影響を強く受け

ておりました。ところが、今回の最高

裁判決はそのような考えは誤りである

と明確に指摘しましたので、本件最高

裁判決は高額年俸所得者の未払い残業

代紛争にも影響を及ぼすことになりま

す。 

 

３ 労務トラブルのリスクが高まる 

本件は医療法人が医師を懲戒解雇し

たことを発端としております。医師が

解雇無効を前提とした雇用契約上の地

位の確認請求を行ったのみならず未払

い残業代請求も行ったため、ここまで

紛争が拡大しました。名ばかり管理職

による未払い残業代請求問題も同じで

多くの場合、人間関係や退職トラブル

が背景にあります。高額所得者と労務

トラブルになれば、労働時間に応じて

残業代を支払っていない限り、未払い

残業代請求を受け紛争が拡大するリス

クがあります。 

 

４ 予防方法 

医師には専門業務型裁量労働制の適

用も現在議論されている高度プロフェ

ッショナル制度の適用も予定されてお

りませんので、労働時間に応じて賃金

を支払うしか予防方法はありません。

一定の割増賃金が賃金に含まれるとす

る定額残業代制度を導入し、想定して

いた労働時間を超えた場合は差額を清

算する必要があります。また、医師不

足の中難しいと思いますが、労働時間

を削減する努力をする必要があります。 
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